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８月に納めていただくのは

▽市・県民税（２期）▽国民健康保険税（３期）▽介護保険料（３期）▽
後期高齢者医療保険料（２期）
※市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエンス
ストアで納めてください。使用料などもお忘れなく。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状が発送されます。また、延滞金を納めていた
だく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分から正午まで、市役所で市税、国民
健康保険税の納付窓口を開設しています。詳しい内容は、収納課1０４６（２５２） 
８０２１へ（国民健康保険税については、国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。

と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～３時３０分（第２水曜日（１０日）は午後のみ）

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日
午後６時～８時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日
午後１時３０分～４時３０分

９日夜
１０日　
１６日夜
１７日　
２３日夜
２４日　

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１８日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１２日
１８日

行 政 書 士
（遺言書等作成）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時１６日交 通 事 故
毎月第４金曜日午後１時３０分～４時３０分２６日税 理 士

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２５日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（１０日まで受け付け）１２日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と市 民 一 般 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８午後１時～５時１５分

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分９日人権擁護委員
（近隣問題など）

市役所１階
広聴人権課

毎週月曜・火曜・水曜・金曜日午前９時～正午と
午後１時～５時１５分ドメステ ィ ック

バイオレンス 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３

市役所５階
５－３会議室

偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時（電
話予約制。１５日までに（公社）かながわ住
まいまちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

１６日住 ま い 探 し
（ 高 齢 者 ）

担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談　毎月第３木
曜日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階障がい福祉課毎週月曜日午後１時～５時と水曜・金曜日午前９時～手話通訳設置 正午 担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７９７８ 5０４６（２５２）７０４３
市役所１階生活援護課毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時自立サポート

相 談 担当　生活援護課 1０４６（２５２）８５６６
ふれあい会館２階会議室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１８日駐留軍離職者 担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４
市役所２階子ども政策課

1０４６（２５２）８０２６
毎週月曜～金曜日午前９時～１１時３０分と
午後１時～４時３０分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前９時３０分～１１時３０分と
午後１時～４時（予約制（電話可））母子・父子家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時青 少 年

担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７
市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育

1０４６（２５９）２１６４毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ
ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

市役所５階教育指導課毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午　就 学
（障がい児対象） 担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２午後１時～４時（予約制（電話可））

８月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。

　

道
路
は
生
活
に
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
公
共
施
設
で
す
。

「
道
の
日
」
に
合
わ
せ
て
、
安

全
で
快
適
な
空
間
と
し
て
使
え

る
よ
う
考
え
ま
し
ょ
う
。

違
法
駐
車
・
駐
輪
を
し
な
い

　

違
法
駐
車
・
駐
輪
は
交
通
渋

滞
・
事
故
の
原
因
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
緊
急

車
両
の
通
行
を

妨
げ
、
救
命
救

急
の
支
障
に
な

り
ま
す
。

道
路
に
物
を
置
か
な
い

　

道
路
に
商
品
を
陳
列
し
た
り

物
を
置
い
た
り
す
る
と
通
行
人

の
転
倒
や
け
が
の
原
因
に
な
り

ま
す
。
道
路
の
占
用
に
は
道
路

管
理
者
の
許
可
が
必
要
で
す
。

生
け
垣
な
ど
の
手
入
れ
を

　

生
け
垣
や
植
木
が
道
路
に
張

り
出
す
と
、
通
行
人
や
車
な
ど

の
支
障
に
な
り
ま
す
。
手
入
れ

や
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
対　

象　

次
の
全
て
に
該
当

す
る
市
内
の
中
小
企
業
（
基

準
日
は
毎
年
８
月
１
日
）

　

・
市
内
で
１
年
以
上
継
続
し

て
事
業
を
営
ん
で
い
る

　

・
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す

る
障
が
い
者
を
１
年
以
上
継

続
し
て
雇
用
し
て
い
る

　

・
従
業
員　

人
以
上
の
事
業

５０

所
の
場
合
、
障
が
い
者
雇
用

率
が
２
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

あ
る

　

・
市
税
（
法
人
市
民
税
、
固

定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
）

の
滞
納
が
な
い

○
交
付
期
間　

障
が
い
者
一
人

に
つ
き
５
年
間

○
報
奨
金
額　

市
内
在
住
の
障

が
い
者
一
人
に
つ
き
年
額
４

万
円
、
市
外
在
住
の
障
が
い

者
一
人
に
つ
き
年
額
３
万
円

（
過
去
に
交
付
対
象
と
な
っ

た
方
は
対
象
外
）

○
提
出
書
類　

８
月　

日（
水
）

３１

ま
で
に
障
害
者
雇
用
報
奨
金

交
付
申
請
書
、
報
奨
金
交
付

対
象
者
名
簿
、
障
が
い
者
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も

の（
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

の
写
し
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
証
の
写
し
、
障
害
者
雇
用

状
況
報
告
書
（
該
当
事
業
所

の
み
）
を
〒
２
５
２－

８
５

６
６
座
間
市

役
所
商
工
観

光
課
宛
て
に

郵
送
ま
た
は

直
接
担
当
へ

　

ふ
る
さ
と
の
川
「
相
模
川
」

を
将
来
に
残
す
た
め
の
清
掃
活

動
「
相
模
川
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
を
開
催
し
ま
す
。
多

く
の
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

○
と
き　

９
月
４
日
（
日
）
午

前
９
時
〜
（
雨
天
時
は　

日
１１

（
日
）
に
延
期
）

○
と
こ
ろ　

相
模
川
グ
ラ
ウ
ン

ド
○
持
ち
物　

飲
み
物
（
軍
手
、

ご
み
袋
不
要
）

○
申
込
方
法　

８
月　

日（
金
）

１９

ま
で
に
電
話
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス

で
担
当
へ
（
当

日
参
加
可
）

　水道の配水管と給水管から
の漏水調査を次の通り実施し
ます。この調査では、市委託
の調査員が音聴棒などを使い
地表面に現れない漏水箇所を
調べます。所有者または管理
者の修理個所となる水漏れを
発見した場合にはお知らせし
ますので、市指定工事業者へ
修理を依頼してください（費
用は自己負担）。
※市指定工事店は、市ホームページをご覧になるか、市管工事業協同組合
1０４６（２５１）５１７９へお問い合わせください。
○調査期間　８月上旬～１１月中旬
○調査場所　▽配水管＝市内全域▽給水管＝座間１・２丁目、新田宿、四
ツ谷、入谷１～５丁目、立野台１～３丁目、西栗原１・２丁目、南栗原
１～６丁目、さがみ野１～３丁目
○内　容　▽昼間＝個人敷地内の給水管漏水調査▽夜間＝道路上の配水管
漏水調査
◆調査業者を騙った請求にご注意を
　市委託の調査会社は「株式会社　日本レップス」です。調査業者が漏水
調査の費用を請求することはありません。なお、調査員には、身分証明書
と調査腕章の携帯を義務付けています。
担当　　　　　　　　　　水道施設課　1０４６（２５２）７５１９　5０４６（２５７）４１５５
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商
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光
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市
原
水
爆
禁
止
協
議
会
で
は
、 

核
廃
絶
を
目
的
と
し
て
、思
想
・

信
条
・
政
治
的
立
場
な
ど
を
超

越
し
た
原
水
爆
禁
止
運
動
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
日

時
に
合
わ
せ
て
、市
内
の
神
社
、

寺
院
な
ど
で
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す

の
で
、
原
爆
犠
牲
者
の
ご
冥
福

と
恒
久
平
和
を
祈
り
、
黙
と
う

を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
８
月　

日
（
月
）
の

１５

終
戦
記
念
日
の
正
午
は
、
戦
没

者
追
悼
と
恒
久
平
和
を
祈
り
、

黙
と
う
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

○
と　

き　

▽
広
島
＝
８
月
６

日
（
土
）
午
前

８
時　

分
▽
長

１５

崎
＝
８
月
９
日

（
火
）
午
前　
１１

時
２
分

　

８
月
を
市
原
水
爆
禁
止
募
金

運
動
月
間
と
定
め
募
金
活
動
を

行
い
ま
す
。
い
た
だ
い
た
浄
財

は
、
核
保
有
国
へ
の
「
核
兵
器

を
廃
絶
し
平
和
を
求
め
る
声
明

文
」
の
送
付
、
原
爆
写
真
パ
ネ

ル
展
、
被
爆
の
後
遺
症
に
苦
し

む
方
へ
の
見
舞
金
、
広
島
・
長

崎
市
の
原
爆
病
院
へ
の
援
護
金

な
ど
に
使
用
し
ま
す
。 

　

核
兵
器
の
脅
威
を
知
る
た
め

の
展
示
を
行
い
ま
す
。

○
と　

き　

８
月
４
日
（
木
）

〜　

日
（
金
）
午
前
８
時　

１９

３０

分
〜
午
後
５
時　

分
１５

○
と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
市
民

サ
ロ
ン

所有者または 
管理者 

水道工事店 

費用負担者 

連　絡　先 

水道 
施設課 

水道工事店 

所有者または管理者 

修
理
箇
所 

受水槽 

漏水修繕費用負担区分図

　

原
水
爆
禁
止
募
金

　

原
爆
写
真
パ
ネ
ル
展

漏水調査にご協力を漏水調査にご協力を

核核
兵兵
器器
のの
なな
いい
世世
界界
をを

担
当　
　
　
　

広
聴
人
権
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
0
8
7

5
0
4
6（
2
5
2
）0
2
2
0

担
当　
　
　
　
　
　

道
路
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
5
6
4

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

８８
月月

日日
はは
「「
道道
のの
日日
」」

１１００

　

恒
久
平
和
を
祈
る
黙
と
う


